

　Ｎｏ308
課税標準量に関する明細書（申告納入分・申告納付分）
	年　　　　　　月　　分
	枚のうち 

	
	枚　　目 

	最終処分場の所在地
	

	産業廃棄物の種類
	重　　　量
（トン）
ａ
	重量の計測が困難な場合
	合 計 重 量
（トン）
ａ＋ｄ

	
	
	容　　量
（ｍ３）
ｂ
	換算係数

ｃ
	換算重量
（トン）
ｄ（ｂ×ｃ）
	

	燃え殻
	
	
	1.14
	
	

	汚泥
	
	
	1.10
	
	

	廃油
	
	
	0.90
	
	

	廃プラスチック類
	
	
	0.35
	
	

	紙くず
	
	
	0.30
	
	

	木くず
	
	
	0.55
	
	

	繊維くず
	
	
	0.12
	
	

	動物又は植物に係る固形状の不要物
	
	
	1.00
	
	

	獣畜及び食鳥に係る固形状の不要物
	
	
	1.00
	
	

	ゴミくず
	
	
	0.52
	
	

	金属くず
	
	
	1.13
	
	

	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
	
	
	1.00
	
	

	鉱さい
	
	
	1.93
	
	

	コンクリートの破片その他これに類する不要物
	
	
	1.48
	
	

	動物のふん尿
	
	
	1.00
	
	

	動物の死体
	
	
	1.00
	
	

	ばいじん
	
	
	1.26
	
	

	廃棄物処理法施行令第２条第13号に掲げる廃棄物
	
	
	1.00
	
	

	合　　　　　　　計
	
	
	
	
	



注１　最終処分場ごとに別葉とすること。
２　産業廃棄物の種類ごとに区分して記載すること。
３　重量及び合計重量に0.001トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。
４　容量に0.001ｍ３未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。
５　換算係数は、産業廃棄物の種類ごとに、産業廃棄物税条例施行規則第７条の表の右欄に定める換算係数とすること。

